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大手前通り　約大手前通り　約1,0401,040ｍ平成ｍ平成2727年頃完成予定年頃完成予定大手前通り　約1,040ｍ平成27年頃完成予定

現在施工区間　約現在施工区間　約620620ｍ現在施工区間　約620ｍ
ポケットパーク予定地

通りがイベントの舞台に！
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大手前通り　約1,040ｍ平成27年頃完成予定

現在施工区間　約620ｍ

大通りと言えばバス停がつきものです

天神町商店街のバス停 駅前通りのバス停

島根県警察本部　交通企画課

バス停留所の設置に関して、商店街においては、
店の近くに設置してほしいといった要望がよくあり
ます。しかし、交通の見通しを妨げる、あるいは交
通の円滑を阻害するような場所に設置した場合は、
交通事故を誘発することとなるため、どこに設置し
てもいいというものではありません。
バス停留所の設置位置については、基準を設ける
とともに陸運支局、県等の関係機関と協議し、乗合
乗用自動車協会等関係団体等に対しても協力を要請
するなどして、決定しています。

具体的には､乗合バスの停留所の設置については、
原則として次の場所の直近には設置してはならない
ことにしています。

●交差点、曲がり角又はその付近
●横断歩道、一時停止場所又はその付近
●踏切の付近
●橋梁付近
ただし、設置しようとする位置付近の交通事情又は
道路状況等により、やむを得ないものについては、
交通上最も支障の生じない場所を選定することとし
ています。


